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農業委員会定例総会議事録 

 

日 時  令和３年１１月１５日(月) 午後１時３５分開会 

場 所  南相馬市労働福祉会館 ２階会議室 

 

 

１．出席委員 

 

議席 氏   名 出欠 議席 氏   名 出欠 

１ 若 杉 裕 二 出 １１  佐 藤   洋 出 

２ 鎌 田 芳 彦 出 １２ 遠 藤 秀 明 出 

３ 菅 野 信 彦 出 １３ 山 内 弘 巳 出 

４ 欠 番 １４ 二 谷 純 市 出 

５ 梅 村 正 敏 出 １５ 半 谷 眞知子 出 

６ 西 内 文 夫 出 １６ 早 川 孝 雄 出 

７  発 田 栄 一 出 １７ 佐 藤 良 一 欠 

８ 小谷津 弘 隆 欠 １８ 岡 田 敏 文 出 

９ 塚 野 邦 好 出 １９ 寺 澤 白 行 出 

１０ 今 野 由 喜 出  

 

 

２．出席農地利用最適化推進委員 

出席者 なし（新型コロナウィルスの感染防止のため、出席を求めない。） 

 

 

３．出席職員 

  事務局 

①局長 増山 善樹   ②次長 佐藤  光  ③主査 山本 将之 

④副主査 米本 一樹  ⑤主事 平田 幸子    

農政課 

副主査 但野 莉菜 
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４．日 程 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 諸般の報告  

日程第３ 報告第４６号 農地専門委員会の開催報告について 

日程第４ 報告第４７号 農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通知について 

日程第５ 報告第４８号 違反転用事案の報告について 

日程第６ 報告第４９号 時効取得による所有権移転について 

日程第７ 議案第 114号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第８ 議案第 115号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

日程第９ 議案第 116号 農地法第４条の規定による許可申請について（市許可分） 

日程第 10 議案第 117号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請につ

いて（県許可） 

日程第 11 議案第 118号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（市許可分） 

日程第 12 議案第 119号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（県許可分） 

日程第 13 議案第 120号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について

（市許可分） 

日程第 14 議案第 121号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について

（県許可分） 

日程第 15 議案第 122号 現況確認証明申請について 
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５．会議の概要 

 

（開会 午後１時３５分） 

 

議 長    只今より、令和３年１１月南相馬市農業委員会定例総会を開会いたします。今

回は、新型コロナウィルス感染症が市内でも全国的にも感染状況は落ち着いてお

り、しばらくぶりに委員全員の出席のもとで開催するものでございます。委員各

位には引き続き感染対策の徹底にご理解とご協力をお願い申し上げます。なお、

会場の都合もあり、農地利用最適化推進委員の皆様には今回も欠席の対応をお願

いしております。 

それでは先ず、欠席委員について報告いたします。欠席通告者は８番委員、１

７番委員であります。出席委員は、南相馬市農業委員会会議規則第５条により定

足数に達しております。 

 

議 長    日程第１、「議事録署名委員の指名について」は、会議規則第２４条第２項の規

定により、議席番号１番・若杉裕二委員、３番・菅野信彦委員、５番・梅村正敏

委員を指名いたします。 

 

議 長    次に、日程第２、「諸般の報告」を行います。先ず、１０月２６日、南相馬市農

業者年金協議会のパークゴルフ大会についてですが、未明からの強い雨模様によ

り、中止になりました。荒れた天候にもかかわらず、市パークゴルフ場に集まっ

た４０名ほどの参加者の皆様には、屋内施設で「ビンゴ大会」を楽しんでいただ

き、会員相互の親睦を深めたところであります。農業委員会からは、今野委員と

私が参加いたしました。 

次に、１１月３日、南相馬市表彰式が「ラフィーヌ」で開催され、自治功労な

どを受賞された３５名、１団体の方々の功績を讃えて来たところであります。 

次に、１１月１１日、福島県下農業委員会大会が福島市「パルセいいざか」で

開催され、出席いたしました。優良農業委員会など各種表彰や記念講演などが行

われ、本市からは事務局の平田幸子主事が永年勤続職員表彰を受賞いたしました。

このほか、「農地利用最適化の推進や情報提供活動の強化などに関する申し合わ

せ」を決議し、県下一丸となって取り組みを進めることを確認したところであり

ます。以上をもって諸般の報告といたします。 

 

議 長    次に、日程第３、報告第４６号「農地専門委員会の開催報告について」を議題

といたします。農地専門委員会委員長からの報告を求めます。 

 

委員長    報告第４６号について報告いたします。皆様に配布した別紙報告書により報
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告いたします。開催日時は１１月９日、場所は鹿島区北海老地内です。出席者

は記載のとおりです。概要ですが、現況確認証明申請において１ヘクタールを

超える申請があったことから、農地専門委員会を開催し、現地調査を行いまし

た。申請者は記載のとおりであり、申請地は６筆、地番は記載のとおりです。

当該地は、東日本大震災以降労力不足により不耕作となった土地であり、雑木

が数本生え原野化している状態でありました。農地復元はとても困難であり復

元したとしても農地として継続利用を見込めない状態だと判断し、農地専門委

員会としては非農地と判断いたしました。以上です。  

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することといたします。 

 

議 長    次に、日程第４、報告第４７号「農地法第１８条第６項の賃貸借の解約等の通

知について」を議題といたします。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第４７号についてご説明いたします。議案書の３ページになります。今回

３件の案件は合意による解約ですので県知事の許可を必要としないものとして

手続きしましたことをご報告いたします。詳細につきましては記載のとおりです。

以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第５、報告第４８号「違反転用事案の報告について」を議題といた

します。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第４８号についてご説明いたします。議案書の４ページから６ページ、整

理番号１番から５番の当事者の氏名、住所、土地の所在、違反転用の種類、発生

年月日等については記載のとおりです。 

整理番号１番については、平成２６年に相続により取得しましたが、相続当時

から砂利敷きとなっており駐車場として使用しています。今般、土地調査を行っ
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たところ、農地であることが判明したものです。 

整理番号２番については、平成８年２月に家屋及び納屋が火災に見舞われまし

た。１７番３は平成８年９月頃に住宅を新築した時から家屋敷地の一部として使

用しています。１７番２は一時的に焼失した家屋等の廃材置場として使用してい

ましたが、撤去後は車庫及び駐車場として使用しています。また、１８番２は地

下水が高く湿地で作物栽培には不向きな土地であったことから植栽し、庭として

使用しています。今回、先送りした農地法上の手続きを行い無断転用の解消をす

るものです。 

整理番号３番については、造園業を営んでいた亡き父が全面に植木を植えて使

用しており、平成１３年頃には造園業の倉庫を建て使用してきました。その後、

平成１８年に被服製造業に事業転換してからは事業用倉庫として使用していま

す。今般、土地調査を行ったところ農地であることが判明したものです。 

整理番号４番については、昭和５７年頃に住宅を新築するにあたり、従来の進

入路が狭かったことから当該地を仮設の進入路として整備し使用していました。

その後家庭の事情により移住することとなり令和元年に住宅を売却しましたが、

住宅を購入した当人も自宅への進入路として使用しています。今回、土地所有者

が農地を売却するにあたり土地調査を行ったところ、農地であることが判明した

ものです。 

整理番号５番については、平成２２年に息子が隣接地に住宅を建築した際に進

入路が狭かったことから、農地に越境して進入路として使用しています。その後

家庭の事情により移住することとなり平成３０年に住宅を売却しましたが、住宅

を購入した当人も自宅への進入路の一部として使用しています。今回、土地所有

者が農地を売却するにあたり土地調査を行ったところ、農地であることが判明し

たものです。以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第６、報告第４９号「時効取得による所有権移転について」を議題

といたします。事務局からの報告を求めます。 

 

事務局    報告第４９号についてご説明いたします。議案書の７ページから１０ページに

なります。今回、法務局から時効取得を原因とする所有権移転登記の申請に関す

る通知がありましたので報告いたします。なお、時効取得を原因とする所有権移
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転登記は民法第１６２条に規定されており、農地法の規制対象外で農業委員会の

許可は不要です。詳細につきましては記載のとおりです。以上です。 

 

議 長    只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、報告のとおり承認することとします。 

 

議 長    次に、日程第７、議案第１１４号「農用地利用集積計画の決定について」を議

題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１４号についてご説明いたします。議案書の１１ページ及び別紙資料

になります。市が農用地利用集積計画を策定するに当たりまして、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農業委員会に対して適否の判断を求

められたものです。詳細は、担当課であります経済部農政課担当職員からご説明

申し上げます。以上です。 

 

議 長    次に、提案者、農政課担当職員から説明を求めます。 

 

農政課担当  議案第１１４号についてご説明いたします。今回利用権設定が１２９件であ

り、内容は記載のとおりです。なお、利用権設定に係る賃借料については１番

から１２５番までは無償となっており、１２６番から１２９番までは記載のと

おりでありまして双方合意のうえ決定しております。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。  

 

議 長    只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第８、議案第１１５号「農地法第３条の規定による所有権移転の許

可申請について」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１５号についてご説明いたします。議案書の１２ページから１４ペー

ジになります。詳細につきましては、記載のとおりです。補足を要する案件とし



 7 

て、申請番号５番は譲受人の経営面積が５，０００平方メートルに達しておりま

せんが、貸付している農地は譲受人が所属している法人への貸付のため問題はな

いものと判断しています。また、調査担当委員からはすべての案件について許可

要件を満たしていると報告がありました。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、補足説明があれば、発言を願います。 

 

〔「なし」の声あり〕 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第９、議案第１１６号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１１６号についてご説明いたします。議案書の１５ページ、申請番号１

番及び２番について土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の

とおりです。補足を要する案件といたしまして、申請番号１番は報告第４８号整

理番号１番の追認を得るための案件、申請番号２番は報告第４８号整理番号２番

の追認を得るための案件です。以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、報告をお願いします。申請番号１番に

ついて１１番委員。 

 

１１番委員  議案第１１６号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。この議

案は報告第４８号整理番号１番関連であります。現地案内図は１ページです。

この案件は平成２６年に相続した土地で、相続当時から砂利敷きとなってお

り、相続後は駐車場と使用し現在は貸し駐車場として使用している案件です。

この度、土地調査をしたところ、農地であることが判明いたしました。違反転

用となっていることから追認のための許可申請になります。去る１１月１３日

午前９時頃より、代理人行政書士立会いのもと現地調査を行いました。調査書

の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞取り、また現地の状況等を調査

しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。以上であります。 
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議 長    申請番号２番について、７番委員。 

 

７番委員   議案第１１６号申請番号２番についてご説明をいたします。議案書の１５ペー

ジ、現地案内図は２ページとなります。内容につきましては、去る１１月１１日

午後３時より、申請人立会いのもと現地調査を行いました。本件は先にご承認を

いただきました報告第４８号整理番号２と関連しておりまして、平成８年２月の

住宅火災に見舞われた経緯で家屋敷地の一部として使用されて現在に至ってい

るものでありますが、調査書の調査項目に基づき、申請人から聞き取った結果、

転用事業により農業生産への影響を及ぼさない土地であり、集団農地を蚕食する

影響はないことを踏まえ、立地基準、一般基準とも満たしていると判断したとこ

ろです。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１０、議案第１１７号「農地法第５条の規定による許可後の事業

計画変更申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求

めます。 

 

事務局    議案第１１７号についてご説明いたします。議案書の１６ページ、申請番号 

１番について当事者の住所、氏名、土地の表示等は記載のとおりです。事業計画

変更に係る事由ですが、一般住宅を建築する目的で昭和５７年７月１３日に転用

許可を受け、令和２年１１月２７日で事業計画変更の許可を得た残りの農地につ

いて、承継人が一般住宅、駐車場を建築して生活するために事業計画を変更する

ものであり、議案第１１８号申請番号１番関連の案件です。以上です 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、報告を願います。申請番号１番につい

て、２番委員。 

 

２番委員   議案第１１７号申請番号１番についてご説明申し上げます。去る１１月１０日

午後３時３０分頃より、譲受人、継承人立会いのもと現地調査を行いました。調

査書の調査項目に基づき、継承人立会いのもと現地調査と聞取り調査を行いまし

た。現地の状況を調査しました結果、立地基準、一般基準とも満たしていると判
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断いたしました。皆様のご協力ご審議をよろしくお願いいたします。以上です。  

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１１、議案第１１８号「農地法第５条の規定による所有権移転の

許可申請について（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

 

事務局    議案第１１８号についてご説明いたします。議案書の１７ページから１９ペー

ジ、申請番号１番から９番について土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転

用目的は記載のとおりです。補足を要する案件といたしまして、申請番号１番に

は議案第１１７号申請番号１番の関連案件、申請番号４番は報告第４８号整理番

号３番の追認を得るための案件、申請番号５番は報告第４８号整理番号４番の追

認を得るための案件、申請番号６番は報告第４８号整理番号５番の追認を得るた

めの案件です。以上です 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、報告を願います。申請番号１番、２番

について、２番委員。 

 

２番委員   議案第１１８号申請番号１番及び２番について一括して報告申し申し上げま

す。現地案内図は３ページとなります。去る１０月１０日午後３時３０分頃より、

譲受人立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、譲受人

からの聞取り、また現地の状況を調査しました結果、立地基準、一般基準とも満

たしていると判断いたしました。皆様のご協力ご審議をよろしくお願いします。

以上です。  

 

議 長    次に申請番号３番について、１６番委員。 

 

１６番委員  議案第１１８号申請番号３番について報告いたします。現地案内図は５ページ

であります。所在地から申請事由は記載のとおりでございます。去る１１月１１

日午前１０時頃より、代理人行政書士立会いのもと現地調査を行いました。調査

書の調査項目に基づき、代理人からの聞取り、また現地の状況等を調査しました



 10 

結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審

議のほどよろしくお願い申し上げます。以上であります。 

 

議 長    次に申請番号４番について、１１番委員。 

 

１１番委員  議案第１１８号申請番号４番について現地調査の報告をいたします。この議案

は報告第４８号整理番号３番関連案件であります。現地案内図は６ページです。

この案件は、造園業を営んでいて全面に植木を植えていたが、平成１３年頃から

造園業用倉庫を建て現在も使用しているという状況です。この度、土地調査をし

たところ、農地であることが判明したものです。違反転用となっていることから、

追認を受けるための許可申請になります。去る１１月１３日午前９時３０分頃よ

り、代理人行政書士立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基

づき、代理人行政書士からの聞取り、また現地の状況等を調査しました結果、立

地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろ

しくお願いいたします。以上であります。 

 

議 長    次に申請番号５番、６番について、７番委員。 

 

７番委員   議案第１１８号申請番号５番についてご説明いたします。議案書１８ページ、

現地案内図は７ページとなります。内容としては、去る１１月１２日午後１時３

０分より、代理人行政書士立会いのもと現地調査を行ったものであります。本件

は先にご承認いただきました報告第４８号整理番号４と関連しており、昭和５７

年時に火災に見舞われ、家屋の新築で狭隘な進入路を仮設の進入口に造成し使用

されており現在に至るものでございます。調査書の調査項目に基づき代理人行政

書士から聞き取った結果、転用事業により農業生産への影響を及ぼさない土地で

あり、集団農地を蚕食する影響はないということを踏まえ、立地基準、一般基準

とも満たしていると判断いたしました。皆様のご審議をよろしくお願いいたしま

す。  

次に議案第１１８号申請番号６番についてご説明いたします。議案書１８ペー

ジ、現地案内図は７ページになります。内容としては去る１１月１２日午後１時

３０分より、代理人行書士立会いのもと現地調査を行いました。本件は先に承認

された報告第４８号整理番号５番と関連しておりますが、平成２２年に息子が新

築するに当たり、農地に越境して進入口として利用しており、その後農地を売却

して一部道路として利用していたことから、引き続き転用申請をするものであり

ます。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から聞き取った結果、転用事

業により農業生産への影響を及ぼさないという土地であり、 集団農地を蚕食す

る影響がないことを踏まえ、立地基準、一般基準を満たすと判断いたしました。



 11 

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。  

 

議 長    次に申請番号７番、８番、９番について、１５番委員。 

 

１５番委員  議案第１１８号申請番号７番、８番、９番について一括で報告いたします。現

地案内図は８ページの①②③です。去る１１月１０日午後３時より、代理人行政

書士立会いのもとそれぞれの調査項目に基づき現地の確認調査を行いました。調

査の結果、立地基準、一般基準ともに満たしており、金融機関からの融資証明も

それぞれ添付されていることから許可相当と判断しました。皆様のご審議方よろ

しくお願いいたします。以上です。 

 

議 長    それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１２、議案第１１９号「農地法第５条の規定による所有権移転の

許可申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

 

事務局    議案第１１９号についてご説明いたします。議案書の２０ページから２１ペー

ジ、申請番号１番から６番について土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転

用目的は記載のとおりです。補足を要する案件としまして、申請番号１番は２種

農地に建売住宅４棟を建築するための転用申請、申請番号２番から６番は同一の

事業者が２種農地に太陽光パネルを設置するための転用申請となっております。

以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、報告をお願いします。申請番号１番に

ついて、１２番委員。 

 

１２番委員  議案第１１９号申請番号１番について現地調査を報告いたします。現地案内図

は９ページです。去る１１月９日午後１時頃より、代理人行政書士立会いのもと

現地調査書の調査項目に基づき、行政書士からの聞取り、また現地の状況等を調

査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。

皆様のご審議よろしくお願いいたします。以上です。  
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議 長    続きまして、申請番号２番、３番、４番、５番、６番について、１８番委員。 

 

１８番委員  議案第１１９号申請番号２番、３番について現地調査の報告をいたします。 

なお、２番、３番については譲渡人、譲受人は同じであり、また申請地も隣接

地のため一括して報告します。太陽光発電設備設置のための転用申請でありまし

て、子細については記載のとおりであります。案内図は１０ページの①②です。

去る１１月１２日午後１時より、譲受人立会いのもと現地調査を行いました。調

査書の調査項目に基づき、譲受人からの聞取り、また現地等を調査しました結果、

申請地は平坦な畑地であり、周りは道路、山林、畑に囲まれております。よって

立地基準、一般基準ともに満たしているものと判断いたしました。  

次に申請番号４番、５番、６番についてですが、これも同様でありまして、譲

受人、譲渡人は同じで申請地も隣接地ですので一括して現地調査の報告をいたし

ます。太陽光発電設備設置のための転用申請です。子細については記載のとおり

であり、案内図は１０ページの③④⑤です。去る１１月１２日午後１時３０分頃

より、譲受人立会いのもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、

譲受人からの聞取り、また現地の状況等を調査した結果、申請地は棚田の跡地で

あり、周りは道路、山林、畑に囲まれております。よって一般基準、立地基準と

もに満たしているものと判断いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

なお、この５か所の申請地については資金計画が皆同じに最初は申請されてお

りましたが、各事業面積も異なりますので一筆ごとに提出していただきました。

合計金額の残高証明書も提出されております。また、南相馬市の同意書も提出さ

れております。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議 長    では、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１３、議案第１２０号「農地法第５条の規定による貸借権設定の

許可申請について（市許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

 

事務局    議案第１２０号についてご説明いたします。議案書の２２ページ、申請番号１

番から３番について土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載の
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とおりです。 

補足を要する案件としまして、申請番号２番については、工事用現場事務所等、

駐車場として使用するための一時転用であり、転用期間は許可日から１２か月間

となっております。 

申請番号３番については、資材置場、駐車場、休憩所、仮設倉庫等として使用

するための一時転用であり、転用期間は許可日から９か月間となっております。

以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から報告を願います。申請番号１番について、

１１番委員。 

 

１１番委員  議案第１２０号申請番号１番について現地調査の報告をいたします。現地案内

図は１１ページです。申請事由は議案書の記載のとおりです。去る１１月１３日

午前１０時頃より、代理人行政書士立会いのもと現地調査を行いました。調査書

の調査項目に基づき、代理人行政書士からの聞取り、また現地の状況等を調査し

ました結果、立地基準、一般基準ともに満たしていると判断いたしました。皆様

のご審議をよろしくお願いいたします。以上であります。 

 

議 長    次に申請番号２番について、１２番委員。 

 

１２番委員  議案第１２０号申請番号２番について現地調査の報告をいたします。現地案内

図は１２ページです。去る１１月９日午後２時頃より、代理人行政書士立会いの

もと現地調査をいたしました。調査書の調査項目に基づき、代理人行政書士から

の聞取り、また現地の状況等を調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満

たしていると判断いたしました。皆様のご審議よろしくお願いたします。以上で

す。 

 

議 長    次に申請番号３番について、１４番委員。 

 

１４番委員  議案第１２０号申請番号３番について報告いたします。案内図は１３ページで

す。１１月１２日午後１時３０分頃より、設定人、被設定人の担当者代理人及び

工事担当者の立会いのもと調査事項に基づき現地調査を行いました。立地基準、

一般基準とも満たしており何ら支障なきものと判断しました。一時転用ですので、

原状回復の措置を適切に行うようお願いしました。皆様のご審議のほどよろしく

お願いいたします。以上です。 

 

議 長   それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    次に、日程第１４、議案第１２１号「農地法第５条の規定による貸借権設定の

許可申請について（県許可分）」を議題といたします。事務局からの説明を求めま

す。 

 

事務局   議案第１２１号についてご説明いたします。議案書の２３ページ、申請番号１番

及び２番について土地の所在、地番、地目、面積、申請人、転用目的は記載のとお

りです。農振農用地に営農型太陽光発電設備を設置するための一時転用申請であり、

転用期間は１０年間となっております。営農作物は牧草のイタリアンライグラスと

なっています。この案件につきましては福島県相双農林事務所企画部指導調整課に

事前相談を行っており、申請内容について何ら問題ないとの回答を頂いております。

以上です。 

 

議 長    続きまして、今回の現地調査委員から、報告をお願いします。申請番号１番、

２番について、１２番委員。 

 

１２番委員  議案第１２１号申請番号１番及び２番について現地調査の報告をいたします。

現地案内図は１４ページです。去る１１月９日午後３時頃より、被設定人立会い

のもと現地調査を行いました。調査書の調査項目に基づき、被設定人からの聞取

り、また現地の状況等調査しました結果、立地基準、一般基準ともに満たしてい

ると判断しました。皆様のご審議よろしくお願いします。以上です。 

 

議 長   それでは、只今の議案に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

議 長    １３番委員。 

 

１３番委員  申請番号１番と２番についてお伺いします。営農型太陽光発電設備の下部で牧

草を生産するとのことですが、先ず確認したいのは、当該地は荒廃農地又は同程

度なのか、それが該当していないとすれば、下部農地で誰が営農するのか伺いま

す。 

 

議 長    事務局。 
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事務局    先ず、当該地は荒廃農地ではないです。定かではないですが、令和３年８月及

び９月頃に農地法第３条の貸借を結んでいる土地でございます。ここで実際営農

する被設定人の会社は認定農業者になっております。以上です。 

 

議 長    １３番委員。 

 

１３番委員  ここに記載されているＡ社が営農するのですか。 

 

議 長    事務局。 

 

事務局    この会社が営農します。 

 

議 長    １３番委員。 

 

１３番委員  南相馬市の認定農業者なのかどうか伺います。 

 

議 長    事務局。 

 

事務局    南相馬市の認定農業者になっております。原町区馬場の営農者の会社です。以

上です。 

 

議 長    １３番委員。 

 

１３番委員  今回貸借する面積とこの農地の下部で牧草を作る面積が相当かけ離れている

ように記載されています。例えば、４，０００平方メートル位借りる中で下部農

地面積は１，２３４平方メートルとか、１，１８２平方メートルとそれぞれ面積

がかけ離れています。残った農地の営農の用途、残った農地の営農の使途はどう

いう状況になっていますか。 

 

議 長    事務局。 

 

事務局    貸借を結んでいる面積は記載どおりの面積です。申請番号１番は４，２３６平

方メートル、申請番号２番は３，２８４平方メートルです。このうち下部の農地

面積はそれぞれ１，２３４．６２平方メートル、１，１８２．２４平方メートル

です。牧草はこの下部の農地面積のみに作付けするのではなく、実際の貸借面積

４，２３６平方メートル、３，２８４平方メートルそれぞれに牧草を作付けする

と聞いております。以上です。 
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議 長    事務局。 

 

事務局    補足します。この牧草については、遮光率の関係で全面にパネルを張り付ける

ことはできません。その関係で牧草を栽培するのに適した面積のみ太陽光パネル

を載せるということです。以上です。 

 

議 長    それから、農業機械が回ったり方向転換できるよう通路敷のような部分を残さ

ないとこれはちょっと問題があるということになっています。 

 

１３番委員  了解しました。 

 

議 長    ほかにございませんか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付す

ることといたします。 

 

議 長    次に、日程第１５、議案第１２２号「現況確認証明申請について」を議題とい

たします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局    議案第１２２号についてご説明いたします。議案書の２４ページから２５ペー

ジ及び当日配布議案の３ページ、申請番号１番から３番につきまして土地の所在、

地番、面積、判定地目は記載のとおりです。内容は、不耕作により非農地化した

ことに対する証明申請となっています。申請のあった全ての農地は、非農地と判

定しました。なお、担当農業委員に現地調査を依頼しておりますのでご報告お願

いいたします。以上です。 

 

議 長    続きまして、申請番号１番及び２番について、現地調査委員を代表しまして、

９番委員から報告をお願いします。 

 

９番委員   議案第１２２号申請番号１番、原町区北原字赤坂地内４筆の土地の現況確認の

証明について報告をいたします。去る１１月５日午後１時３０分頃より、事務局

１名、私を含む農業委員２名、農地利用最適化推進委員１名の４名で現地調査し

ました。地番の８３番２、８７番２、８７番３、８８番３は隣接地です。山際の

緩い傾斜地で長年不耕作のため、現在、雑草、雑木や竹が生い茂り荒れ地となっ
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ている状況です。現在の利用状況から見て原野と判断しました。以上です。 

続きまして、議案第１２２号申請番号２番小高区女場の３筆、現況確認の証明

についてご報告をいたします。１１月５日午後２時３０分頃より、事務局１名、

私を含む農業委員２名、農地利用最適化推進委員１名の４名で現地調査しました。

小高区女場１２７番は両側が山に囲まれた畑の土地です。長年の放置により、現

在の状況は雑木、雑草が生い茂り荒れ地となっている状況です。１４５番、１４

９番は高台にある水田です。土地の条件が悪いため、長年の間不耕作のため現在

は雑草や藤つるなどが生い茂り荒れ地となっている状況です。現在の利用状況か

ら見てこの３筆は原野と判断しました。以上です。 

 

議 長    続いて、申請番号３番については、農地専門委員会で現地調査いたしましたの

で、委員長から報告をお願いします。 

 

委員長    議案第１２２号申請番号３番について報告します。これは１万平方メートルを

超えるので、農地専門委員会の委員全員を集めて調査結果をまとめました。お手

元の資料をご覧ください。調査結果ですが、当該地は東日本大震災以降労力不足

により不耕作となった土地であります。雑木が数本生え原野化している状態でし

た。農地復元はとても困難であり、復元したとしても農地として継続利用は見込

みない状態であると判断し、非農地と判断いたしました。以上でございます。 

 

議 長    それでは、只今の報告に対しまして、質疑等があれば発言を願います。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議 長    ないようでありますので、原案のとおり決することといたします。 

 

議 長    以上で、本日予定いたしました報告４件及び議案９件、合わせて１３件の審議

を全て終了いたしました。これをもちまして、本日の１１月定例総会を閉会とい

たします。各委員の皆様、大変、お疲れ様でした。 

 

 

（閉会 午後２時３２分） 
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南相馬市農業委員会会議規則第２４条第１項及び第２項の規定により署名する。 

 

令和３年１２月１５日 

 

議事録署名人（１番・ワカスギ ユウジ） 

 

                                        

議事録署名人（３番・カンノ ノブヒコ） 

 

                                        

議事録署名人（５番・ウメムラ マサトシ） 

 

                                            


